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令和７年度横浜市港北区地域子育て支援拠点事業仕様書（案） 

  
１ 事業目的 

    市民が安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることができる社会環境を形成し、子育てを地域全体

で支援する地域力の創出に寄与することを目的として、港北区地域子育て支援拠点事業を行う。 

 

２ 基本理念 

(1)  事業の実施は、横浜市港北区地域子育て支援拠点事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）の規定に

基づいて行うものとし、関係法令を遵守するものとする。 

(2)  地域子育て支援拠点の運営法人（以下「運営者」という。）は、次の事業・施設運営の基本理念に基づい

て、港北区（以下「区」という。）及び児童福祉・母子保健関係機関等と連携・協力し、事業・施設の運営に

あたるものとする。 

【事業・施設運営の基本理念】 

ア 区における、地域による子育て支援の拠点施設としての運営 

イ 子どもの視点に立ち、すべての就学前児童及びその養育者、並びに子育てに関する支援活動を行う者に

開かれた運営 

ウ 子どもと家庭を支援する各種の行政等機関・地域等との連携を図る運営 

エ 利用者の意見、子育てをめぐる社会情勢、市民ニーズの変化に柔軟に対応できる運営 

オ 子ども及びその養育者の育ちを支援するとともに、養育者自身が事業の担い手として関わることができる

視点に立った運営 

カ 地域の人と人とのつながりを広げ、地域ぐるみの子育て支援を目指す運営 

キ 「横浜市版子育て世代包括支援センターの基本的な考え方」に基づく運営 

 

３ 実施施設 

(1)  実施施設（主たる施設、サテライト施設、出張ひろば）は、横浜市港北区長（以下「区長」という。）が事業

を実施するに適当と認める施設を、他に定めのあるものを除き、運営者が確保するものとする。 

(2)  実施施設の基準等は、実施要綱第４条の定めによる。 

 

４ 主たる施設の運営に関する事項 

(1) 人員配置 

常勤職員（週３５時間以上勤務）のうち、施設長として１名配置すること。施設長は、この契約の履行に

関して、業務従事者を指揮監督するものとする。その他、(3)業務内容を確実に遂行できる人員配置を行う

こと。 なお、地域の子育て支援人材を積極的に、業務従事者として採用するように努めること。 

(2) 事業の実施時間、実施日、休業日 

事業の実施時間、実施日、休業日については、実施要綱第５条の定めによる。 

(3) 業務内容 

       次に掲げるとおりとし、事業ごとに目的を踏まえて、実施方法を遵守し、目指す拠点の姿に沿って実施す
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ること。実施にあたっての詳細は、区と運営者が協議する。 

 

ア 乳幼児の遊びと育ちの場及びその養育者の交流の場の提供（親子の居場所事業） 

目   的 場の提供を通じて、子育てに対する閉塞感や不安感を解消し、子育て当事者同士の仲間づ

くりを促進する。 

      実施方法 （ア）週５日以上、１日６時間以上、居場所の提供を行うこと。 

（イ）子育ての知識と経験を有する専任の者を２名以上配置すること。 

 

【目指す拠点の姿】 

○利用者を温かく迎え入れる雰囲気のある場になっている。 

○多様な世代、性別等の養育者と子どもが訪れる場になっている。 

○養育者と子どものニーズ把握の場になっている。  

○親（養育者）自身が親として育ち、また子どもが育つ場となっている。 

 

イ 子育てに関する相談及び関係機関との連携に関すること（子育て相談事業） 

目   的 子どもと家庭に関する相談に対応することを通じて、子育てに対する閉塞感や不安感を解消し、

支援につながっていないニーズを適切な支援につなげていく。 

実施方法 居場所、相談室において相談に対応するほか、電話相談等を行う。 

 

【目指す拠点の姿】 

○養育者とスタッフとの間に安心して相談できる信頼関係ができ、気軽に相談ができる場となっている。 

○相談を受け止め、内容に応じて、養育者を関係機関につなげている。また、必要に応じて継続したフォロー

ができている。 

    

ウ 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること（情報収集・提供事業） 

目   的 区内等の子育てに関する情報を一元化し、提供することを通じて、子育てに対する閉塞感や

不安感を解消する。 

実施方法 情報コーナーを設置する。また、多様な媒体を活用し、情報提供を行う。 

【目指す拠点の姿】 

○区内の子育てや子育て支援に関する情報が集約され、養育者や担い手に向けて提供されている。 

○子育てや子育て支援に関する情報の集約・提供の拠点であることが、区民に認知されている。 

○拠点の情報収集、発信の仕組みに、養育者や担い手が積極的に関わっている。 

 

エ 子育てに関する支援活動を行う者同士の連携に関すること（ネットワーク事業） 

目   的 ネットワーク化を進めることを通じて、様々な地域の子育て支援活動の質の向上、活動の活性

化、活動の課題解決を図る。 

実施方法 既存のネットワークと十分に連携し、地域の子育て支援に関わる人々の意見・ニーズを踏まえ



3 
 

てネットワークを推進する。 

【目指す拠点の姿】 

○地域の子育て支援活動を活性化するためのネットワークを構築・推進している。 

○ネットワークを活かして、拠点利用者を地域へつないでいる。 

    

オ 子育てに関する支援活動を行う者の育成、支援に関すること（人材育成、活動支援事業） 

目   的 子育て支援人材の育成、当事者のサークル活動等の支援を通じて、子育て支援に関わる市

民の増加、活動の多様化、活性化を図る。 

実施方法 支援者の養成講座、活動へつなぐ実地研修、レベルアップ研修等を実施し、サークル活動等

の育成支援を行う。 

【目指す拠点の姿】 

○地域の子育て支援活動を活性化するため、担い手を支えることができている。 

○養育者に対して地域活動の大切さを伝えるとともに、地域の子育て支援に関心のある人が、活動に参加

するきっかけを作っている。 

○広く市民に対して、子育て家庭を温かく見守る地域全体での雰囲気づくりに取り組んでいる。 

○これから子育て当事者となる市民に対して、子育てについて考え、学び合えるように働きかけている。 

 

カ 地域の住民同士で子どもを預け、預かる支え合いの促進に関すること 

（横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業） 

目   的 横浜市こども青少年局を本部として実施する「横浜子育てサポートシステム事業」の区にお

ける区支部事務局を運営することを通じて、区内の子育て家庭の主に子どもの預かりに

係る支援ニーズを充足するとともに、子育て支援に理解のある地域人材の育成を進め、

地域ぐるみの支え合いの促進を図る。 

実施方法 横浜子育てサポートシステムに登録を希望する市民への入会説明、会員管理（登録、変更、

退会、更新等）、援助活動の調整、提供会員研修会（予定者研修、フォローアップ研修）、会

員交流会の企画実施など、区支部事務局の担当業務を行う。詳細の実施条件については、

別紙「横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業の実施条件」のとおりとする。 

【目指す拠点の姿】 

○子育てサポートシステムに、多くの区民の参画が得られている。 

○養育者にとって、必要な時に利用しやすい事業となっている。 

○会員が地域の支え合いの良さ、大切さを理解しながら、利用や活動を継続できるように、支えることが出

来ている。 

○養育者の利用相談内容に応じて、子育て相談や他機関等の情報を提供し、必要な支援につなげ

ている。 
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キ  子育て家庭のニーズに応じた施設・事業等の利用の支援に関すること（利用者支援事業） 

目   的 子育て家庭の相談に応じ、個々のニーズに応じた適切な施設・制度・サービス等の情報を提

供することにより、養育者の主体性を尊重した選択の支援や、施設や事業等の円滑な利用

を支援する。これらの利用者支援の円滑な実施のため、関係機関との連絡・調整、連携、

協働の体制づくり、不足する資源の調整や提案、人材の育成等の地域連携を行う。 

実施方法 電話や面接等による個別相談に応じ、拠点が持つ情報やネットワークを活用しながら、養育

者に適した選択肢の提示、養育者主体の選択の支援、支援窓口等の案内・仲介などを行

う。また、日常的に地域の社会資源との関係を築き、情報や課題の共有、資源同士をつな

げるコーディネート等を行う。詳細の実施条件については、別紙２「利用者支援事業の実施

条件」のとおりとする。 

【目指す拠点の姿】 

○拠点における利用者支援事業が、区民や関係機関に広く認知されている。 

○相談者に寄り添い主体性を尊重しながら、個別相談に応じ、適切な支援を行っている。 

○子育て家庭を支えるためのネットワークの一員として、包括的な視点を持って子ども・子育て支援に関する

関係機関や地域の社会資源との協働の関係づくりを行っている。 

 

 

ク その他子育て支援として、区長が必要と認める事業（育児参加促進講座休日実施事業、一時預かり事

業、妊娠期支援事業） 

（ア） 育児参加促進講座休日実施事業 

目   的 両親等が共に参加しやすくなるよう休日（土・日・祝日）に育児参加促進に資する講

座（取組）を実施すること。 

実施方法 月に２回以上実施する。 

（イ） 一時預かり事業 

目   的 保護者及びその家族の通院や休養、家事、冠婚葬祭、きょうだい児の用事等を理

由に、一時的に児童を預かることで、保護者の育児にかかる心身の負担軽減を図り、

児童の健やかな成長を支えること。 

実施方法 拠点およびサテライトにおいて実施する。詳細の実施条件については「横浜市港北

区地域子育て支援拠点一時預かり事業実施要綱」のとおりとする。 

（ウ） 妊娠期支援事業（地域土曜両親教室、オンライン両親教室、みんなの両親教室（プレパ

パ・第２子向け）） 

目   的 パートナーも参加しやすい平日夜間や土曜日に、地域子育て支援拠点やオンラインで

先輩家族との交流等を行う両親教室を実施すること。また、これから父親になる方や

第２子以降を妊娠されている方に向けて、出産・子育てに向けた心構えや準備等につ

いて学ぶ講座を実施すること。 

実施方法 土曜両親教室、オンライン両親教室、みんなの両親教室の実施場所・プログラム内

容は区と協議の上決定する。回数は近年の実施回数を目安とする。参加者の募集
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は受託者が行うものとし、参加対象者は原則、港北区在住かつ初めての出産を迎え

る方（第２子向けは除く）の両方を満たす妊婦及びそのパートナー、家族。受託者は、

プログラムの内容を記載した計画書を実施前に区へ提出し、実施報告は区の指定し

た様式で毎翌月10日までに区へ提出すること。その他この仕様書に記載のない事項

については区と受託者が協議の上、定めることとする。 

 

(4) ホームページ、パンフレット等の作成 

       地域子育て支援拠点及びその実施事業等について、利用者に広く周知するためのホームページを作成す

ること。また、パンフレット、チラシなど紙媒体によっても周知を図ること。 

 

(5) 「地域子育て支援拠点サイト」（以下、「拠点サイト」という。）の活用 

       地域子育て支援拠点及びその実施事業等において、利用登録や入退館、各種申し込み等、オンライ

ン手続きを促進し、市民サービスの向上を図ること。 

 

５ その他施設の運営に関する事項 

5.1 サテライト施設 

(1) 地域子育て支援拠点の事業を補完するため、主たる施設とは別に、区が確保したサテライト施設（以下、

「サテライト施設」という。）において事業の一部を実施し、主たる施設と一体的に運営する。 

(2) サテライト施設における事業内容 

ア 人員配置 

常勤職員（週３５時間以上勤務）のうち、施設長を補佐する現場責任者を１名配置すること。現場責

任者は、施設長の指揮監督のもと、サテライト施設における業務従事者を指揮監督するものとする。その

他、ウ 業務内容を確実に遂行できる人員配置を行うこと。 

なお、地域の子育て支援人材を積極的に、業務従事者として採用するように努めること。 

イ 事業の実施時間、実施日、休業日 

事業の実施時間、実施日、休業日については、原則として主たる施設と同様とする。 

ウ 業務内容 

本仕様書第４項第３号に定める業務内容のうち、アからウまで、並びにキ及びクを実施する。事業ごとに

目的を踏まえて、実施方法を遵守し、目指す拠点の姿に沿って実施すること。実施にあたっての詳細は、

区と運営者が協議する。また、運営者がエからカまでの事業を実施する際は、サテライト施設を活用して実

施する。 

エ ホームページ、パンフレット等の作成 

本仕様書第４項第４号の定めを準用する。 

オ 拠点サイトの活用 

本仕様書第４項第５号の定めを準用する。 

 

(3) サテライト施設の施設基準等は、実施要綱第９条第５項の定めによる。 
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5.2 出張ひろば 

(1) 出張ひろばにおける事業内容 

ア 人員配置 

スタッフを２名以上配置すること。うち１名は拠点スタッフとする。 

イ 事業の実施時間、実施日、休業日 

週１回、１日５時間行うこと。なお、天災地変などその他委託契約締結後に生じたやむを得ない場合

の対応は実施要綱第５条４項の定めによる。 

ウ 業務内容 

本仕様書第４項第３号に定める業務内容のうち、アからウまでを実施する（実施方法は本項に従う）。

事業ごとに目的を踏まえて、本項の実施方法を遵守し、目指す拠点の姿に沿って実施すること。実施にあ

たっての詳細は、区と運営者が協議する。 

 

６ 情報の取扱に関する事項 

(1) 個人情報保護の措置 

    運営者は、別添の「個人情報取扱特記事項」に基づき、事業実施にあたり個人情報の保護に努めなければ

ならない。また、拠点サイトの活用を含む個人情報を取り扱う事務の実施にあたっては、別添の「地域子育て支

援拠点業務フロー上の個人情報保護措置」及び「横浜市地域子育て支援拠点サイト個人情報保護方針」、

「横浜市地域子育て支援拠点サイト利用規約」に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(2) 電子計算機により情報を取り扱う場合の措置 

    運営者は、業務の遂行にあたり電子計算機により情報を取り扱う際には、別添の「電子計算機処理等の契

約に関する情報取扱特記事項」の規定を遵守しなければならない。 

 

７ 施設運営に関する事項 

(1) 業務従事者の氏名、勤務形態、その他必要な事項を区に報告すること。また、変更があった場合には、そ

の旨を直ちに報告すること。 

(2) 業務従事者に必要な健康診断を行い、利用者及び業務従事者の健康を害さないように努めること。 

(3) 業務従事者に対して必要な研修を実施又は受講させ、その資質向上に努めること。 

(4) 各施設の安全管理に十分配慮し、火災、事故、損傷等を防止して利用者及び業務従事者の安全確保

に努めるとともに、財産等の保全に努めること。 

(5) 各施設の衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。事業実施上発生し

た廃棄物については、適正な分別を行い、所定の場所に搬出するとともに、定期的な清掃等を実施すること。

また、利用者には、ごみの持ち帰りを徹底させること。 

(6) 非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を

定期的に実施すること。また、事故発生時には報告を行うこと。 

(7) 省エネルギーを心掛け、省資源及び廃棄物減量の観点から横浜市の「ヨコハマ プラ5.3計画」の取り組みに

努めるなど、環境への負荷の低減に努めること。 
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(8) 利用者からの苦情・要望の受付・処理を迅速かつ適切に実施すること。 

 

８ 各施設の利用に関する事項 

(1) 利用者が各施設を利用する際のルールについては、区と協議し、定めること。 
(2) 利用者は、原則として登録制とし、利用の都度、受付を行うこと。円滑に利用受付ができるよう、拠点サイト

上で二次元バーコードにより受付を行うこと。ただし、二次元バーコードにより受付を行うことが困難な場合は、

その限りでない。 

 

９ 施設、設備、備品類等の管理に関する事項 

(1) 経費により購入した物品（取得価格30,000円以上の物品とする。）の所有権は区に帰属するものであること。

運営者は、これらの物品を、台帳を整備し、ラベル等により、善良なる管理者の注意を持って管理すること。 

(2) 遊具等の備品は、特に衛生保持に努めるとともに、常に破損の有無を確認し、必要があれば修繕し、又は

廃棄すること。 

(3) 利用者による施設、設備、備品類等のき損又は滅失に係る１件10万円未満の軽微な修繕等については、

運営者が業務の範囲内で行うこと。当該金額を超える修繕となる場合、又は明らかに利用者の故意又は重

大な過失に基づくき損で、利用者に対し損害賠償を求めるべきと判断される場合には、区と運営者で別途

協議すること。 

 

10 知的財産権等の取り扱いに関する事項 

事業を運営する過程で発生する以下の事案に係る知的財産権等については、次のとおり取り扱うものとする。 

(1) 運営者が作成した印刷物（印刷物の原版である電子データを含む。） 

ア 毎月等定期的に利用者向けに発行する通信誌及び子育て情報提供事業の一環として作成した情報

紙は運営者に帰属する。ただし区は、区民等への情報提供等の公益的目的がある場合には、当該印刷

物の全部又は一部を自由に複製し、配布することができる。 

イ 上記以外の印刷物 

   作成にいたる経過等を踏まえて、区と運営者が協議して定める。 

(2) 運営者が開発した研修プログラム 

    運営者に帰属する。ただし横浜市内の各区において、当該区の区役所及び地域子育て支援拠点並びに

横浜市役所が、地域の子育て支援関係者の養成を目的に当該研修プログラムを使用し、研修を実施する

場合には、運営者は当該研修プログラムを無償で使用させなければならない。 

(3) 施設愛称 

    施設愛称については、広く区民に公募して採用した経緯を踏まえて、港北区地域子育て支援拠点（サテ

ライト施設を含む）の愛称としてのみ使用できるものであり、運営者が行う他の事業等において、施設愛称、

事業名称等として使用することはできないものとする。 

(4) 職員マニュアル 

    運営者が、本事業運営において、その従事者の行動基準として作成したマニュアル等については、その権

利は運営者に帰属する。 
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11 事業報告 

(1) 運営者は、毎月、前月分の次の事業の実施状況について、区及びこども青少年局へ報告すること。 

ア 親子の居場所事業の利用状況 

イ 子育て相談事業の実施状況 

ウ 情報収集・提供事業の実施状況 

エ ネットワーク事業の実施状況 

オ 人材育成、活動支援事業の実施状況 

カ 横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業の実施状況 

キ 利用者支援事業の実施状況 

ク その他子育て支援として、区長が必要と考える事業の実施状況 

また、運営者は毎月前月分のア及びイに関する事業実績報告について拠点サイトを活用し、区及びこども

青少年局へ報告すること。 

なお、横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業及び利用者支援事業の実施状況にかかる報

告については、それぞれ別紙１「横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業の実施条件」及び別

紙２「利用者支援事業の実施条件」によるものとする。 

 (2) 運営者は、年度末に、この契約の履行に関して完了報告をしなければならない。完了報告は、事業実施

の実績報告に加えて、事業に係る収支報告を含むものとする。 

 

12 一般的事項 

(1) 運営者は、関係書類及び次に掲げる諸帳簿等を主たる施設に備え付け、常時記録を保管し、必要に応じ

て区に報告するものとする。また、これらの関係書類等のうち、サテライト施設に関するものについては、サテライ

ト施設に備え付け、常時記録を保管するものとする。 

  ア 委託契約書（写）及び仕様書 

イ 会計関係書類 

ウ 人事労務関係書類 

エ 事業計画及び職員配置計画  

オ 事業実績記録、統計 

カ 利用者関係書類  

キ その他必要書類 

(2) 運営者は、仕様書に明記がない場合であっても、実施要綱の趣旨に照らし必要と認められる業務は、区と

協議の上誠実に履行するものとする。 

(3) 運営者は、本事業の遂行にあたり必要に応じて、区との協議を申し入れることができる。 

(4) 本仕様書に関して疑義がある場合には、別途区と協議することとする。 
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13 その他 

(1) サテライト施設の賃借料については、区が別に契約する相手方に支払い、主たる施設の賃借料、主たる施

設及びサテライト施設の電気料金、ガス料金、上下水道料金、電話料金、インターネットプロバイダ料金等

は運営者がそれぞれ契約の相手方に支払うこと。出張ひろば施設の使用料については、運営者が契約する

相手方に支払うこと。また、運営者の契約に基づく支払債務について、履行遅滞、不履行などをしないこと。 

(2) 収受した文書類は、受領日を記録し、内容の重要度に応じて保管期間を定め、保管すること。 

なお、区にあてた文書又は取扱いに疑義のある文書については、区に回送し、その指示を受けること。 

(3) 運営者は、各施設の運営及び事業実施上の瑕疵により、利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、

その損害を賠償すること。このため、必要な範囲で、施設賠償責任保険、傷害保険等必要な損害保険に

加入すること。 

なお、横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業では、会員の援助活動中の万一の事故に備

え、提供会員及び利用会員の子供にかかる傷害保険や援助活動にかかる賠償責任保険、また会員の研

修会、交流会等の事故に備えた会合傷害保険に横浜市が加入するので、これに関して運営者が保険に加

入する必要はないこと。 

 

 

 

【参考】人員配置等 

施設長 １名 

子育てパートナー １名 

横浜子育てサポートシステムコーディネーター ２～３名 

親子の居場所事業ほか ５～６名 

※上記人数は、各区地域子育て支援拠点における人員配置等の実績をもとに、参考として示しています。 

※すべての事業を確実に実行できる人員を配置してください。 

※上記職員のうち、施設長、子育てパートナー、横浜子育てサポートシステムコーディネーター（内１名）は

常勤職員とします。 

※ひろばの利用状況やイベント等の実施により、配置人数は変動するものと考えます。 
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別紙１  横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業の実施条件 

 

１ 業務処理の原則 

(1) 業務は、原則として横浜市が定める「横浜子育てサポートシステム事業実施要綱」等、関係規定に基づい

て行うこと。 

 (2) 横浜子育てサポートシステム事業の本部及び他区支部事務局と十分連携、調整を図ること。 

(3) 実施にあたっては、地域子育て支援拠点の他の機能を活用し、各施設の居場所スペースにおける預かりの

試行（後述）等、連携を図りながら事業を推進すること。特に、事業を通じて提供会員等多くの支援人材と

の関係性が構築されることから、これを支援者ネットワーク事業、人材育成・活動支援事業の推進に十分

活かすこと。 

 

２ 区支部事務局 

(1) 区支部事務局は、主たる施設内に設けること。 

(2) 区支部事務局には原則として横浜子育てサポートシステム区支部事務局専用の電話を設けること。 

(3) 区支部事務局開設時間は、週５日、１日７時間以上とし、曜日及び時間帯の設定については、親子

の居場所事業の開設時間帯との重複及び会員利便性等に配慮して行うこと。 

 

３ コーディネーター 

(1) 上記の区支部事務局に係る業務を行う職員を横浜子育てサポートシステムコーディネーター（以下「コーディ

ネーター」という。）という。 

(2) 主たる施設に配置する常勤職員のうち、１人は主にコーディネーターとしての業務を行う者とし、この者を原則

として横浜子育てサポートシステム区支部事務局運営事業の責任者とする。 

(3) 上記責任者を含め、区支部事務局には常勤職員、非常勤職員を問わずコーディネーターとしての業務を行

う者を、常に配置すること。 

(4) コーディネートの一貫性に配慮し、コーディネーターとしての業務を行う職員は、全体で６人程度を上限の目

安とすること。 

 

４ 入会説明 

(1) 区支部事務局の来所者に対する個別説明や来所が困難と考えられる人に対する訪問による説明等、入

会希望者の意向を十分に把握でき、できる限り入会希望者の利便性に配慮した方法により実施すること。 

(2) 入会希望者が制度理解を深めることができるよう、原則として入会希望者と対面で行うこと。 

 

５ 会員管理 

(1) 新規会員に係る一連の事務（入会申込書の受理・処理、システム登録、会員証発行等）を行うこと。 

(2) 会員情報の変更、退会等の対応とともに、会員の登録に関しては、本部の指示のもと、年度ごとに更新・整

理を行うこと。 

(3) 子サポde あずかりおためし券に係る一連の事務（配付、管理、申請のとりまとめ等）について、本部の指示
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のもと行うこと。 

 

６ 援助活動の調整 

援助活動の調整は、コーディネーターが行い、会員間の連絡調整の仲介、援助活動に当たっての会員相互の事

前打ち合わせへの同席など、援助活動が円滑に行われるための調整を十分に行うこと。 

 

７ 提供会員研修 

(1) 提供会員としての入会希望者に対しては、提供会員予定者研修を企画・実施し受講させること。 

(2) 援助活動の質の向上や安全確保のため、区内の提供会員に対するフォローアップ研修を企画、実施するこ

と。 

(3) 企画にあたっては、会員ニーズを踏まえた適切な内容とし、提供会員の状況把握の機会として活用すること。 

 

８ 提供会員増加に向けての取り組み 

地域の住民同士による援助活動が促進されるよう、利用会員と提供会員の区内の配置バランスを検討し、提供

会員増加のための周知活動やイベント等を企画し、実施すること。 

 

９ 会員交流会 

(1) 会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するため、区内の会員等を対象とした交流会を企画、実施す

ること。 

(2) 企画に当たっては、会員ニーズを踏まえるとともに、会員の状況把握の機会や援助活動の質の向上の機会

として活用すること。 

 

10 施設内の居場所スペースにおける援助活動 

個人宅での１対１の預かりに対する会員の不安を緩和し、活動を促進するため、施設内の居場所スペースにおけ

る提供会員による預かりを必要に応じて実施すること。 

 

11 両方会員による援助活動の促進 

子育ての当事者同士の助け合いを促進するため、両方会員の登録と、両方会員による預かりを進めること。 

 

12 事業報告 

毎月の援助活動実績について拠点サイトを活用し、区及び本部に報告すること。 
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別紙２  利用者支援事業の実施条件 

 

１ 業務処理の原則 

実施にあたっては、地域子育て支援拠点の他の機能を基盤として、一体的に機能させ、また、これを拠点事業全

体の推進に十分活かすこと。 

 

２ 利用者支援専任職員 

(1) 上記の業務を行う職員を利用者支援専任職員（以下「専任職員」という。）という。 

(2) 各施設に配置する常勤職員のうち、各施設１人を専任職員として本業務を行うこと。 

(3) 専任職員は、子育て支援に理解が深く、意欲的な活動が期待できる者で、次の要件を備えていること。 

ア 地域子育て支援拠点等、地域における子育て支援活動または活動支援の経験を有し、地域の子育て

事情や社会資源に精通した者 

イ 子育て支援員研修地域子育て支援コース（利用者支援事業・基本型）または市が認めた専任職員向

けの研修課程をすべて修了した者 

 

３ 実施方法 

(1) 各施設内で、親子の居場所の提供時間に合わせて実施すること。また、必要に応じて、子育て中の親子が

集まる場を活用した相談を行う。（家庭訪問は含まない。） 

(2) 各施設に専用の電話を設けること。 

(3) 相談を受ける際には、プライバシーの保護に配慮すること。 

 

４ 業務内容 

(1) 利用者支援 

ア 電話・面接等での個別相談に応じること。 

イ 養育者が、必要な支援機関を適切に利用するために必要な情報の提供その他を行うこと。 

ウ 地域子育て支援拠点のもつ機能を活用し、養育者主体の選択の支援・支援窓口等への案内・仲介等

を行うこと。 

(2) 地域連携 

ア 地域子育て支援拠点のもつ機能を活用し、関係機関や地域の社会資源との間で、利用者支援に関連

する情報の共有や関係性の強化を図ること。 

イ 専門的な対応を要する相談については、速やかに関係機関に案内・仲介する等、適切な対応を行うこと。 

ウ 関係機関に案内・仲介した後も、支援に携わるネットワークの一員として、役割分担に応じて支援を行う

こと。 

 

５ 事業報告 

 毎月の事業実績について拠点サイトを活用し、区及びこども青少年局へ報告すること。 



個人情報取扱特記事項 

（令和５年４月） 

  

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契

約」という。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情

報の重要性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当

たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関

係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人

情報の管理責任者を選任しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を

定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

４ 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体

制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により

委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出

た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該

変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

個人情報を収集しなければならない。 

 （禁止事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る

個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 本件事務を処理する目的以外での利用 

 (2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを



除く。） 

 (3) 作業場所の外への持ち出し 

 （再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に

取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせ

る場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項

について、当該第三者（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第３号の子会社を

含む。以下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわ

たる委託（以下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託

者又はこれに類する者に求めなければならない。 

３ 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、

当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）

における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に

報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当す

る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者

が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含

む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第

１項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。 

５ 第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 （個人情報が記録された資料等の返還等） 

第７条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこと

となったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従

い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法によ

り処理するものとする。 

 （報告及び検査） 

第８条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託

者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができ

る。 

２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも

１年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所に

おいて検査するものとする。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担

とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担す

る。 



 （事故発生時等における報告） 

第９条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 （研修実施報告書の提出） 

第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書（第２号様式）を委託者に

提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提

出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対

して損害賠償の請求をすることができる。 

 (1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべ

き理由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することが

できないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏

えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該

受託者が負うものとする。 



（第１号様式） 

安全管理措置報告書          
調 査 項 目 内 容 

１ 業者名  

□横浜市競争入札有資格者 □その他（             ） 

□横浜市出資法人（条例第 条） 

２ 業務の作業担当部署名  

３ 業務の現場責任者役職名  

４ 業務の個人情報取扱者の

人数 

 

５ 個人情報保護関連資格等 □Ｐマーク □ＩＳＭＳ 

□その他の資格（                      ） 

□個人情報関係の損害保険に加入 

６ 個人情報保護に関する社

内規程等 

□個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 

□個人情報漏えい･紛失･滅失･盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 

□個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 

□その他の規程（                     ） 

□規程なし 

７ 個人情報保護に関する研

修・教育 

□個人情報保護に関する研修・教育を実施（年  回／従業員１人につき） 

□その他（                          ） 

８ 個人情報保護に関する点

検・検査・監査の方法等 

 

 

９ 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 

 (1) 対応規程・マニュアル

等がある場合 

名 称  

内 容  

 

(2) 対応規程・マニュアル

等がない場合 

（漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについ

て、なるべく具体的に記載してください。） 

 



10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制  

※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電

子計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受

託者所有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 

 (1) 作業施設の入退室管

理 

作業期間中の入室可能人数 

□上記４の作業者のみ 

□作業者以外の入室可（□上記外    名 □その他） 

 

入退室者名及び時刻の記録 

□なし （施錠のみ、身分証提示のみ等） 

□あり □用紙記入 

□ＩＣカード等によりＩＤ等をシステムに記録 

□カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 

□その他（              ） 

 □その他（                  ） 

 (2) 個人情報の保管場所 

 

紙媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 電磁媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 (3) 作業施設の防災体制 □常時監視 □巡回監視 □耐火構造 □免震・制震構造 

□その他（                   ） 

 (4) 個人情報の運搬方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 

 

 (5) 個人情報の廃棄方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 (6) 施設外で作業を行う

場合の個人情報保護対

策（行う場合のみ記入） 

 

 

 

 



11 電算処理における個人情報保護対策  

※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 

※実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。 

 (1) 作業を行う機器 □限定している（ノート型  台、デスクトップ型  台） 

□限定していない 

 (2) 外部との接続 □作業機器は外部との接続をしていない 

□作業機器は外部と接続している 

接続方法 ：□ インタ ーネット  □ 専用回 線  □そ の他

（       ） 

通信の暗号化：□している □していない 

 (3) アクセス制限 □ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしている 
ＩＤの設定方法（                       ） 
パスワードの付け方（                     ） 

□ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしていない 

 (4) 不正アクセスを検知

するシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                  ） 

□なし 

 (5) マルウェアを検知す

るシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                  ） 

□なし 

 (6) ソフトウェアの更新 □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている 

□上記以外（                          ） 

 (7) アクセスログ □アクセスログをとっている（   年保存） 

□アクセスログをとっていない 

 (8) 停電時のデータ消去

防止対策 

□無停電電源装置 □電源の二重化 

□その他（                           ） 

□なし 

 (9) その他の対策  

12 外国における個人情報の

取扱いの有無 

 

※ 実施機関所有のＰＣ、タ

ブレット等の電子計算機

のみを使用する場合には

記入不要です。 

□あり 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上で

の個人情報の取扱いはない 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個

人情報を取り扱っている 

□なし 

※「あり」の場合は、以下も記入してください。 
 (1) 個人情報の取扱いが

ある外国の名称 

 

 (2) 当該外国における個

人情報の制度・保護措置

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第２号様式） 

（Ａ４） 
 

 

 

 年 月 日 

（提出先） 

         

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書・誓約書 

 

個人情報の保護に関する法律第66条第２項の規定により準用さ

れる同条第１項に定める措置の一環として、横浜市の個人情報を取

り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守す

べき事項並びに個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内

容及び漏えい等の事故が発生した場合の民事上の責任についての

研修を実施しましたので、別紙（全  枚）のとおり報告いたしま

す。 

個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵

守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り扱うこと

を誓約いたします。 

 

 



（別紙） 

研修実施明細書 

 

 本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、次のと

おりです。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 氏    名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４） 

 



 

 

 

 

１ 拠点サイトユーザー登録 

 

 

 

 

２ 利用受付 

 

 

               

                

 

 

登録情報は次回以降の利用受付以外に、 

次に利用する。 

①利用者数等の集計作業 

②イベント等の事業案内の送付 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子育て相談 

 

 

               

                

 

以下の場合であって、相談者の了承を得た

場合のみ、相談連絡票に記録する。ただし、

虐待や DVなど緊急性が高い場合等は、その

限りではない。 

①再度、相談に応じる必要がある。 

②福祉保健センターに紹介し、専門的支援 

につなげる必要がある。 

 

 

 

   

  ①施設長へ報告後、再度相談対応に備えて

記録を保管する。 

  ②福祉保健センターへ相談連絡票の写しを 

提供し、引き継ぐ。 

写しの提供は、手渡しで行うこと。また、外

へ持ち運ぶ際には「紙文書の取扱い上の注意」

を厳守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【相談受理】 

・施設内、相談室等における相談 

・電話、オンラインによる相談 

※ 相談内容、相談者の希望に応じ、プライバシーに配慮

した環境で、相談対応する。 

【記録】 

・相談室において対面で記録 

・相談の事後に、事務室で記録 

※ 相談対応した職員が記載し、施設長へ報告する。 

【相談連絡票の保管】 

事務室の鍵つき書庫に保管する。 

【利用申込】 

・利用者：登録有無確認 

※ ユーザー情報が重複している場合は、マニュ 

アルに沿って適切に処理する。 

・支援者：面談後、拠点サイトの登録促進 

※ 申請内容を確認し、承認/否認する。 

●保存期間等● 

相談があった日の属する年度の翌年度の４月１日から

起算して３年間を経過した場合には、相談記録の自動削

除処理が行われる。 

※ 令和５年度までに受理した紙文書は、上記保存期間の

後、速やかにシュレッダー等により裁断し廃棄する。 

●保存期間等● 

児童が就学年齢に達した場合、１年間利用

がない場合は、拠点サイト上で、拠点利用

に関する登録情報の自動削除処理が行わ

れる。なお、利用者の申出により随時受付、

更新する。 

※ 令和５年度までに受理した利用申込書及び電

磁記録のバックアップディスクは、事務室の

鍵つき書庫に保管し、上記保存期間の後適切

に破棄する。 

別紙 

【ユーザー登録】 

ユーザー登録の有無確認 

※ 拠点サイトのユーザー登録後、各種サービス 

申し込みが可能となる旨伝え、適宜対応する。 

【次回以降の利用受付】 

原則、拠点サイトの二次元バーコードに

より受付 

地域子育て支援拠点業務フロー上の個人情報保護措置 

 

 
※ 業務実施にあたっては拠点サイトを活用すること。（取り扱い上の注意等は、下記６に

記載）なお、拠点サイトの使用方法等は、別途定める「横浜市地域子育て支援拠点サイト

職員向けマニュアル」を遵守すること。 

 

 

 



 

 

 

 

 

４ 利用者支援 

 

 

               

                

 

全ての相談について、利用者支援記載様式に記

録する。 

 

 

 

 

施設長へ報告後、記録を保管する。 

 

 

 

 

専門的な対応を要する相談を受理した場合は、

施設長確認後、福祉保健センターへの報告を行

う。 

※報告にあたっては、利用者本人の承諾を得る

ことを原則とする。ただし、虐待や DV など緊急

性が高い場合等は、その限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健センターへ利用者支援相談記録票及び

利用者支援連絡票を提供し、引き継ぐ。 

提供は、データを印刷し手渡しで行うこと。ま

た、外へ持ち運ぶ際には「紙文書の取扱い上の

注意」を厳守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●紙文書の取り扱い上の注意● 
 
・持出時と持込時に、管理責任者が文書の紛失がないか

確認すること。 
・持出文書の管理を厳正に行い、紛失をせず、また他の

者が閲覧可能な場所に放置しないこと。 

【利用者支援相談記録票の保管】 

拠点サイト上へ保存（取り扱い上の注意は下記６

に記載。） 

●紙文書の取り扱い上の注意● 
 
・持出時と持込時に、利用者支援専任職員が文書の紛

失がないか確認すること。 
・持出文書の管理を厳正に行い、紛失をせず、また他

の者が閲覧可能な場所に放置しないこと。 
 

【利用者支援連絡票の作成・福祉保健センターへ

の連絡】 

相談の事後に、事務室等個室で記録 

利用者支援相談記録票及び利用者支援連絡票を

出力 

※ 判断に迷う場合は、福祉保健センターへ電話連絡し、対応を

協議する。 

 

【利用者支援相談記録票及び利用者支援連絡票

の保管】 

拠点サイト上へ保存（取り扱い上の注意は下記

６に記載。） 

 

●保存期間等● 
 

最後の相談があった日の属する年度の翌年度の４月１日

から起算して５年間を経過した場合には、相談記録の自

動削除処理が行われる。 

※ 令和５年度までに受理した紙文書は、上記保存期間の

後、速やかにシュレッダー等により裁断し廃棄する。 

【相談受理】 

・施設内、相談室等における相談 

・電話、オンラインによる相談 

※ 相談内容、相談者の希望に応じ、プライバシーに配慮した環

境で、相談対応する。 

【利用者支援相談記録票の作成】 

・相談室において対面で記録 

・相談の事後に、事務室で記録 

※ 利用者支援専任職員が記載し、施設長へ随時報告する。 



５ 子育てサポートシステム 

（1）業務の流れ 

 

 

 

 

 

拠点サイトから出力した名簿等は、受付管理 

及び拠点サイトへ入力後は、速やかに破棄する。

また、出張説明会等で、入会申込書を紙文書 

で受領した場合は、「紙文書の取扱い上の注 

意」を厳守すること。 

 

 

 

 

 

 

拠点サイトから出力した名簿等は、受付管理 

及び拠点サイトへ入力後は、速やかに破棄する。

また、提供・両方会員予定者研修会等で、入会

申込書を紙文書 

で受領した場合は、「紙文書の取扱い上の注 

意」を厳守すること。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話連絡の際には、電話の掛け間違いに注意し、

必要以上の個人情報を取得しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事前打合せは、外部への個人情報持ち出し

となるため、「紙文書の取扱い上の注意」

を厳守すること。 

 

 

 

 

 

紙文書で提出された報告書は、拠点サイト 

への入力後、鍵のかかる書棚で下記「（2） 

支部事務局内で取り扱う文書」に規定する 

期間保存する。 

 

 

 

 

 

 

拠点サイトから出力した名簿等は、受付管

理及び拠点サイトの入力後は、速やかに破

棄する。  

【提供・両方会員予定者研修会の実施】 

・研修内容・講師調整 

・研修会日程の決定・周知 

・研修会の実施 

※ 提供・両方会員希望者のみ受講必須。 

 

【会員登録の承認】 

会員登録資格確認後、承認 

※ ユーザー情報が重複している場合は、マニュアルに沿っ

て適切に処理する。 

【入会説明会の実施】 

・説明会日程の決定・周知 

・集団・出張・個別説明会の実施 

※ 原則として対面で行い、入会希望者の状況に合わせた 

説明方法で実施する。 

 

 

 

 

【コーディネート】 

・依頼受付 

・会員間の調整 

・事前打合せ日の決定 

・コーディネート内容を拠点サイトへ入力 

※ 会員間の活動が安全で安心なものであるようにするため

に、リスクを予測し予防をしていけるよう常に意識して

取り組む。 

【事前打合せの実施】 

・事前打ち合わせ票の出力 

・利用会員、提供・両方会員、コーディネーター

の３者で事前打合せ実施 

・事前打合せ内容を拠点サイトへ入力 

※ 預かりや送迎を行う場所の環境等を三者で確認し、 

相互に安全への意識を高められるようにする。 

 

【フォローアップ研修の実施】 

・会員向け講習・交流会の実施 

・提供・両方会員向け緊急救命講習の実施 

※ 提供・両方会員へ、緊急救命講習を５年に一度受講する

よう促す。 

【援助活動報告書の内容確認・入力】 

・拠点サイトで入力された内容の確認 

・紙文書で提出された報告書の拠点サイトへの 

入力 

 



（2）支部事務局内で取り扱う文書 

 

    

            

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 文書名 保存期間 

（紙） 

報告有

無 

報告先 

（1）入会説明会 

 入会説明参加者名簿 コーディネーターが拠点サ

イトへ情報入力後破棄 

  

（2）予定者研修会・フォローアップ研修会 

 研修会参加申込書 ３年   

 受講者名簿 コーディネーターが拠点サ

イトへ情報入力後破棄 

  

 保育児童名簿 ３年   

 保育票 ３年   

 保育協力者名簿  ３年   

 講師および保育協力

者口座振込依頼書 

５年   

 提供会員研修受講者

アンケート 

１年 有 区 

 提供会員希望者アン

ケート 

１年 有 区 

 緊急救命講習受講済 

届出書 

５年   

（3）会員登録 

 入会申込書 退会後５年   

 会員証 退会及び資格喪失後、区支

部へ返却され破棄 

  

 会員登録変更届 退会後５年   

 退会届 ５年   

 更新登録意向届出書 ５年   

 会員名簿（任意様式） 更新後破棄   

（4）援助活動 

 事前打ち合わせ票 コーディネーターが拠点サ

イトへ情報入力後破棄 

  

 コーディネート記録 

（任意様式） 

５年   

 援助活動報告書 ５年   

（5）事故 

 事故報告書 ５年 有 区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）支部事務局外で援助活動調整等のために取り

扱う文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 「拠点サイト」取り扱い上の注意 

（1）データの取り扱い範囲については、別途定め

る「横浜市地域子育て支援拠点サイト職員向

けマニュアル」に記載の業務種別権限により

異なるため、施設長は、業務従事者が業務種

別権限に応じて適正に取り扱えるよう管理

監督を行うこと。 

（2）拠点サイトの使用者を限定するとともに、Ｉ

Ｄ・パスワードは、管理を厳正（PCに記憶さ

せない等）に行い、使用者以外に漏らさない

こと。 

（3）作業機器から離れる際は、必ずサイトをログ

アウトにすること（自動ログアウトの設定等

を行うなど）。 

 

（4）作業機器の盗難防止措置（ワイヤーロック 

など）を講じること。 

（5）業務上の必要により個人情報を含む帳票を出

力した際には、管理を厳正に行い、紛失をせ

ず、また他の者が閲覧可能な場所に放置しな

いこと。作業終了後には、適正に破棄するこ

と。 

 

７ 管理点検、研修 

個人情報の管理体制について、少なくとも年

２回以上は点検を行うとともに、個人情報を取

扱う従事者に対しては、少なくとも年に１回研

修を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)入会申込書 

(イ)事前打ち合わせ票 

 

 

●保存期間等● 
 
・作成または受理した日の属する年度の翌年度の４月１

日から起算して、文書ごとに定める年数を保存する。 
・紙文書は、事務室の鍵つき書庫に保管し、保存期間終

了後は、シュレッダー等により裁断し破棄する。 
・拠点サイトで保存されたデータは、原則５年の保存期

間終了後は自動削除処理が行われる。 
 

●受発送する文書の取り扱い上の注意● 
 
・文書を発送する場合には、誤発送防止措置を講じるこ

と（宛先や内容物を複数人で確認する等）。また、文
書の発送記録を残すこと。 

・文書が到着した場合には、内容の確認を行い、受領記
録を残すこと。 

 

●紙文書の取り扱い上の注意● 
 
・持出時と持込時に、支部事務局責任者が文書の紛失が

ないか確認すること。 
・持出者は、持出文書の管理を厳正に行い、紛失をせず、

また他の者が閲覧可能な場所に放置しないこと。 



横浜市地域子育て支援拠点サイト個人情報保護方針 
 
横浜市（以下「市」といいます。）は、横浜市地域子育て支援拠点サイトにおいて提供するサービス（以

下「本サービス」といいます。）を通じて、本サービスを利用される皆様（以下「本サービス利用者」と
いう。）から収集した個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57号。以下「個
人情報保護法」といいます。）に基づき、次のとおり適正に取り扱います。 
 
 
１ 個人情報の利用目的 
 市は、本サービス利用者から収集した個人情報を、次に掲げる目的の達成に必要な範囲でのみ利用し
ます。 
⑴  本サービスを横浜市地域子育て支援拠点サイト利用規約（令和６年３月４日策定）等に基づき適切

に提供するため。 
⑵ 本サービスの提供及び改善並びにこれらに関連した情報を提供するため。 
⑶ 本サービスに関する情報を案内するため。 
⑷ 本サービスに関する統計資料を作成するため（ただし、個人が特定できないように作成する資料に
限る。）。 
⑸ 市に関連した各種情報を提供するため。 
⑹ 本サービス利用者からの各種お問合せに回答するため。 
 
２ 個人情報の収集 
 市は、個人情報を収集するときは、あらかじめ収集の目的を明確にし、その目的を達成するために必要
な範囲で適法かつ公正な手段によって行います。 
 
３ 個人情報の安全確保措置 
 市は、収集した個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他収集した情報を適正に管理する
ため、必要な措置を講じます。 
 
４ 個人情報の提供の制限 
 市は、本サービスにおける利用目的の達成に必要な場合及び法令又は条例の定めがある場合を除き、
本サービス利用者本人の同意なく、収集した個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、個
人が識別できないように統計的に処理を施した本サービスのアクセス情報、利用者属性等の情報につい
ては公表することがあります。 
 
５ 個人情報の取扱いの委託 
 市は、本サービスにおける利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託
することがあります。この場合において、本サービス利用者の個人情報の安全管理のため、個人情報を適
正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、個人情報の保護を図る措置を実施します。 



 
６ 個人情報の訂正及び利用停止請求 
 本サービス利用者は、市が保有する自己の個人情報について、個人情報保護法の規定に基づき、市に対
して個人情報の訂正（追加又は削除を含む。）または利用停止の請求をすることができます。 
 市は、本サービス利用者から当該請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、市
が定める手続きにより、当該個人情報の訂正または利用停止を行います。 
 
７ 個人情報保護方針の改正 
横浜市地域子育て支援拠点サイト個人情報保護方針（以下「個人情報保護方針」といいます。）は市の

業務又はサービス内容の変更等に応じて、随時改正することがあります。この場合において、本サービス
に関する最新の情報をウェブサイト上に掲載します。なお、個人情報保護方針の改正後も本サービスを
引き続きご利用になられた場合は、改正後の個人情報保護方針に同意したものとみなします。 
 
８ 個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ 
 本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご相談や削除等のお問い合わせについては、下記の
窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 
 横浜市役所 こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課 地域子育て支援拠点担当 
 横浜市中区本町６－50－10 
 kd-kosodatekyoten@city.yokohama.jp 



横浜市地域子育て支援拠点サイトサービス利用規約 
 
横浜市（以下「市」といいます。）は、横浜市地域子育て支援拠点サイトにおいて提供するサービス（以

下「本サービス」といいます。）の利用規約（以下「本規約」といいます。）を次のとおり定めます。 
 本サービスの利用を希望される場合は、本規約に同意いただく必要があります。また、本サービスを利
用することによって、本規約の全ての事項に同意したものとみなします。 
 
（用語の定義） 
第１条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 
⑴  本サイト 本サービスを利用するためのインターネット上のウェブサイトをいいます。 
⑵  アカウント 本サービス及び市が指定した各種サービス、ウェブサイト等（以下「対象サービス」

といいます。）を利用することができる利用者のアカウントをいいます。 
⑶  アカウント利用者 アカウントを登録していただいた利用者をいいます。 
⑷  アカウント情報 氏名、住所等の基本情報、本サービス上で独自に利用時に必要となる ID、パス

ワード等のログイン情報をいいます。 
⑸ ID アカウント利用者が対象サービスに容易にアクセスするためのログインアカウントをいいます。 
 
（本規約の範囲） 
第２条 本規約は、本サービス又は対象サービスの利用に関して、市とアカウント利用者との間に適用
されます。 
２ 対象サービスには独自の利用規約等（以下「個別利用規約」といいます。）が存在する場合がありま
す。 
３ 本サービスについて、本規約の規定と他の規約等の規定との間に矛盾抵触がある場合があります。
ただし、対象サービスに関する範囲で個別利用規約において本規約と異なる事項を定めたときは、当該
個別利用規約の規定が優先して適用されます。 
 
（本規約の変更） 
第３条 市は、本規約について予告なく変更することができるものとします。 
２ 変更後の規約は、市が別に定める場合を除き、本サイト上に掲示した時点から効力が発生するもの
とします。 
３ アカウント利用者が、本規約の変更の効力が発生した後に、本サービスを利用する場合には、変更後
の本規約の全ての事項に同意したものとみなします。 
 
（個人情報の取扱い） 
第４条 市は、アカウント情報その他本サービスの提供に必要となる個人情報について、横浜市地域子
育て支援拠点サイト個人情報保護方針（令和６年３月４日策定。以下「個人情報保護方針」といいます。）
に従い、適切に取り扱います。 
２ 市は、アカウント情報を次に掲げる目的で利用します。 



(1) 本サービスのログイン 
(2) アカウント利用者の管理 
(3) 問合せ等の対応 
(4) 申請等の受付管理 
(5) 本サービスの運営上必要な事項の通知 
(6) ニーズの調査・分析による本サービスの改善又は新たなサービスの開発 
(7) 規約、法律等に基づく権利の行使又は義務の履行 
(8) 本サービス以外の外部サービスとの連携 
３ 市は、本サービスを適切に提供するために必要な範囲で、本規約及び個人情報保護方針に従い、個人
情報を第三者に提供できるものとします。 
４ 市は、本サービスを適切に提供するために必要な範囲で、個人情報及びその他のアカウント情報の
取扱いを外部に委託することができます。この場合において、個人情報及びその他のアカウント情報の
安全管理のため、市は委託先を選定し、個人情報の適切な管理及び保護がなされるよう指示及び監督を
行います。 
 
（本サイトの利用時間） 
第５条 本サイトの利用時間は、原則として 24 時間 365 日とします。ただし、保守・点検等のために、
本システムの一部又は全部を停止することがあります。 
２ 本サイトの運用停止を行う場合は、原則として、本サイトのトップページで事前にお知らせします
が、市が特に必要と認める場合には、予告なしに停止することがあります。 
 
（アカウントの登録） 
第６条 本サービスの利用を希望する方は、本規約に同意の上、アカウントの登録を行うものとします。 
 
（ID及びパスワードの管理） 
第７条 本サービスの利用にあたっては、ID とパスワードによるログインが必要となります。 
２ アカウント利用者は、自身の ID及びパスワードを第三者に譲渡し、貸与し又は第三者が使用できる
状態にしてはならず、不正使用を防止するために厳重に管理しなければなりません。 
３ アカウント利用者は、自身の ID 及びパスワードが第三者に使用されていることを知った場合には、
直ちに所定のパスワード変更手続を行うものとします。 
４ ログイン後になされた本サービスの利用は、アカウント利用者本人によりなされたものとみなし、
アカウント利用者は、当該利用に係る一切の責任を負担するものとします。 
 
（アカウント利用者の意思による退会） 
第８条 アカウント利用者は、所定の手続により、いつでもアカウントの登録の解除（以下「退会」とい
います。）をすることができるものとします。 
２ アカウント利用者が退会した場合、アカウント情報及びアカウント利用者が利用した本サービスの
履歴の閲覧をできなくなること、並びに本サービスの利用ができなくなることについて、あらかじめ同



意するものとします。 
 
（市の意思によるアカウントの登録の抹消） 
第９条 市は、次に掲げる事由に該当したときは、アカウント利用者に予告なく、アカウントの登録を抹
消し、かつ、アカウント情報及びその他関連する情報を消去等必要な措置を講ずることができるものと
します。アカウントの登録を抹消した理由はアカウント利用者に開示しないものとします。 
⑴ アカウント利用者が、第 10 条に規定する禁止事項に該当する行為を行った場合 
⑵ アカウント利用者が死亡又は行為能力を失った場合 
⑶ 過去に市の意思によるアカウントの登録を抹消された場合 
⑷ 暴力団、暴力団員及び暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）がアカウントを登録し若しくは暴
力団等によって IDが使用された場合又はそのおそれがあると市が判断した場合 
⑸ 本規約その他個別利用規約に違反した場合 
⑹ 前各号に掲げるもののほか、市が不適切と判断した場合 
 
（通知） 
第 10 条 市は、アカウント利用者に対して、本サイト上での掲示又は電子メール等、市が適当と判断し
た方法により通知を行います。 
２ 前項の場合において、本サイト上での掲示又は電子メール等の送信がなされた時点で、当該通知が
なされたものとします。 
３ アカウント利用者は、アカウント利用者に対する通知を随時確認するものとします。 
 
（禁止事項） 
第 11 条 本サービスの利用に際して、アカウント利用者は、次に掲げる行為をしてはならないものとし
ます。 
⑴ 本サービスの利用において、虚偽の事実を届けたり、登録したりする行為 
⑵ 他人になりすまし、他の利用者のアカウントを不正に使用する行為 
⑶ 市及び他人のコンピュータに対して不正な操作を行う行為。 
⑷ 法令等に違反する行為又は公序良俗に反する行為 
⑸ 政治活動、選挙活動及び宗教活動を目的とした行為 
⑹ 特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける行為 
⑺ 人種、思想、信条等の差別又は差別を助⾧し、人権等を侵害する行為 
⑻ 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等個人のプライバシーを害する行為 
⑼ 有害なプログラム等を送信することにより通信機能の妨害、情報の窃取又は他の利用者のアクセス
を妨害する行為 
⑽ 犯罪行為に結びつく内容又は犯罪行為を助⾧する内容を掲載する行為 
⑾ 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害する行為 
⑿ 前各号に掲げるもののほか、市が不適切であると判断した行為 
 



（免責事項） 
第 12 条 市は、アカウント利用者がコンテンツに含まれる情報又は内容を利用することで生じた損害に
ついて、市の故意又は重過失による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 
２ 市は、予告なく本サイトの掲載情報を変更又は削除し、サービスの運用を中断し、又は中止する場合
があります。なお、当該変更等において発生したアカウント利用者の損害については、市の故意又は重過
失による場合を除き、一切の責任を負いません。 
３ 市は、アカウント利用者の本サービスの不正使用により生じた一切の問題について、アカウント利
用者が自己の責任において解決を図るものとし、一切の責任を負いません。 
４ 市は、アカウント利用者が本サービスを利用する際に発生する機器・通信費用等について、一切負担
しません。市は、アカウント利用者が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウエア等
について、その動作保証をいたしません。 
５ 市は、本サイトが連携する外部システムやリンク先につき、その内容等について、一切の責任を負い
ません。また、それらに起因又は関連して生じた一切の損害について、間接的・直接的問わず賠償いたし
ません。 
６ 市は、本サービスに関連して生じた利用者間のトラブル又はその被った損害について、また、本サー
ビスに関連して生じたアカウント利用者と第三者との間のトラブル又はその被った損害について、一切
の責任を負いません。 
７ 市は、第 8条の規定によるアカウントの登録抹消により、アカウント利用者に生じた損害について、
一切の責任を負いません。 
８ 市は、アカウント利用者が、市からアカウント利用者に対して行われる通知の確認を怠ったことに
より発生したアカウント利用者の損害について、一切の責任を負いません。 
 
（著作権） 
第 13 条 本サイトが利用者に対し提供するコンテンツは、日本国の著作権関連法令によって保護されて
います。 
 
（合意管轄裁判所） 
第 14 条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本システム利用に関して横浜市と利用者間に生じるすべ
ての訴訟については、横浜地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。 
 
附則 
本規約は、令和６年３月４日から施行します。 



電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

 

（情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 この特記事項（以下「特記事項」という。）は、協働契約書の特

記条項として、電子計算機処理等の協働契約（委託型）に関する横浜市

（以下「委託者」という。）が保有する情報の取扱いについて、必要な

事項を定めるものである。 

２ 情報を電子計算機処理等により取り扱う者 （以下「受託者 」という。 ）は、

情報の保護の重要性を認識し 、この契約による業務 （以下「本件業務」と

いう。 ） を遂行するための情報の取扱いに 当たって は、委託者 の業務

に支障が生じることのないよう、適正に取り扱わなければならない。 

（定義） 

第２条 特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 電子計算機処理等 電子計算機を使用して行われる情報の入 力、蓄

積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理

をいう。ただし、専ら文章を作成するための処理、専ら文書 図画の内容を

記録するための処理、製販その他の専ら印刷物を制作するための処理及

び専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理を

除く。 

(2) 不開示情報 横浜市の保有する情報の公開に関する条例 （平成12年

条例第１号）第７条第２項に規定する不開示情報をいう。 

(3) 不開示資料等 不開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム

及び電磁的記録をいう。 

（適正な管理 ） 

第３条 受託者は、本件業務に係る情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等 

（以下「漏えい等」という。）の防止その他の情報の適正な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は、情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、情報の適正

な管理を実施する者として本件業務に係る情報の管理責任者を選任しなけ

ればならない。 

３ 受託者は、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情

報を取り扱う場所 （以下「作業場所」という。を定めるとともに、作業場所に

係る入退室の規制、防災 ・防犯対策その他の安全対策を講じなければな

らない。 

４ 受託者は、本件業務に着手する前に前３項に定める管理責任体制 及び

安全対策その他の安全管理措置について、委託者に報告しなければなら

ない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して

異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならな

い。 この場合において、当該変更に経費を要するとき は、その費用負担

は委託者と受託者とが協議して決定する。 

（従事者の監督） 

第４条 受託者は、 本件業務に従事している者が、本件業務に関して知り得

た不開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、

必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解

除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第５条 受託者は、本件業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公

正な手段により情報を収集しなければならない。 

（禁止事項） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本

件業務に係る情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本件業務を処理する目的以外での利用 

(2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむ 

を得ないものを除く） 

(3) 作業場所の外への持ち出し 

（再委託の禁止等） 

第７条 受託者は、本件業務を遂行するための不開示情報を自ら取り扱うもの

とし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面

による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件業務に係る情報を第三者に

取り扱わせる場合には、情報の保護に関し、特記事項と同等の内容及び委

託者が指示する事項について、当該第三者（会社法（平成 17 年法律第 

86 号）第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再受託者」という。） との

間で約定しなければならない。２以上の段階にわたる委託（以下「再々委託

等」という。）を行う場合も、この例によるべき ことを再受託者又はこれに類す

る者に求めなければならない。 

３ 再受託者が 本件業務 に係る情報を第三者に取り扱わせる場合にあって

は、受託者は、当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む 。） 

における 情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容

を委託者に報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項

ただし書の承諾に相当する承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合

も、同様とする 。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、情報の漏えい等の危険性が低いものとし

て委託者が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託

等」と総称する。） を含む。）については、委託者が別に定める事項をあらか

じめ委託者に報告した場合には、第１項ただし書の承諾及び前項に規定す

る受託者による承諾を要しない。 

５ 第３条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

（不開示資料等の返還等） 

第８条 受託者は、本件業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受

託者が収集し、複製し、若しくは作成した不開示資料等を、業務の遂行上使

用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたとき

は 委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡 し、若し

くは消去し、又はその他の方法により処理 （以下「返還等」という。するものと

する。 

２ 前項の場合において、 委託者が当該不開示資料等の消去又はその他の

方法による処理を指示した場合は、復元困難な消去、焼却、シュレッダー等

による裁断等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらな

ければならない。 

３ 第１項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に不開

示資料等の返還等をしないときは、委託者は、受託者に代わって当該不開

示資料等を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者

は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者

の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。 

（報告及び検査） 

第９条 委託者は、情報を保護するために必要な限度において、委託契約期

間中、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況につ

いて 、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び

委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者 の負

担とする。ただし、委託者の事情により、過分の費用を要した分については、

委託者が負担する 。 

（事故発生時等における報告） 

第10 条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者が

本件業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏え

い、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アク

セス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速

やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了

し、又は解除された後においても同様とする。 

（引渡し） 

第11条 受託者は、協働契約書第29条第２項の規定による検査（以下「検査」

という。）に合格したときは、う。）に合格したときは、直ちに、契約の履行の目

的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が

完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除 し、又

は受託者に対して 損害賠償 を請求することができる。 

(1) 本件業務 を遂行するために受託者が取り扱う不開示情報について、受

託者の責に帰すべき理由による漏えい等があったとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、本件業務の目的を達成

することができないと認められるとき。 

２ 前項第１号の不開示情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任

は、不開示情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし、当該再委託等先に

おいて発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。 

３ 委託者は、受託者が検査に不合格となったときは、この契約を解除すること

ができる。 

（著作権等の取扱い） 

第13条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについては、

協働契約書第12条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 

(1) 受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第26条

の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次的著作物の

利用に関する原著作者の権利）に規定する権利を、目的物の引渡し時に

委託者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 委託者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に

該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成され

る目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。 

(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第

18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができないものと

する。 

(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、

受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に

対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するた

めに必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定め

をした場合には、その図書の定めに従うものとする。 

３ 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権そ

の他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の

責に帰すべき事由に起因する権利侵害となる場合は、この限りではない。 

 （最近改正：令和５年４月１日） 




